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既存住宅流通・リフォーム市場の活性化に向けた施策
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既存住宅状況調査 （概要）
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既存住宅状況調査等の実施状況 （消費者向け調査）
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参考 既存住宅状況調査等の実施費用の一例
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既存住宅状況調査等のメリットと実施上の留意点
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リフォーム瑕疵保険
大規模修繕工事瑕疵保険

既存住宅売買瑕疵保険（宅建業）
既存住宅売買瑕疵保険（個人間）

事業者

保険法人

売主
（宅建業者）

保険法人

売主
（個人）
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検査 保険金
保険金
（倒産時）

検査
保険金
（倒産時）

売買

検査

○保険金の支払対象：
①修繕費用、②調査費用、③仮住居・転居費用等

○保険期間： １～10年
○保険金額： 100～2,000万円（リフォーム瑕疵保険）

1,000万円～5億円（大規模修繕工事瑕疵保険）
○填補率：事業者へ80％

（事業者倒産時等）発注者へ100％

○保険金の支払対象：
①修繕費用、②調査費用、③仮住居・転居費用等

○保険期間：＜宅建業＞ ２年・５年
＜個人間＞ １年・２年・５年

○保険金額：500万円、1,000万円ほか
○填補率：＜宅建業＞事業者へ80％・（事業者倒産時等）発

注者へ100％、＜個人間＞100％

請負契約タイプ 売買契約タイプ
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既存住宅に係る瑕疵保険（概要）
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既存住宅売買瑕疵保険の利用状況の推移 （首都圏）
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戸建 マンション
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既存住宅に関する消費者意識
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既存住宅状況調査等に関する消費者意識
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既存住宅状況調査等に関する消費者意識
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既存住宅状況調査等の実施にあたっての課題 （調査事業者の意識）
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既存住宅状況調査等の実施にあたっての課題 （消費者の意識・認識）
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既存住宅状況調査、既存住宅売買瑕疵保険の普及の取組
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https://www.youtube.com/watch?v=Qx6cT5trsC4



既存住宅に係る各種調査技術者の検索方法
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既存住宅の実状 （調査実施による不具合発生の有無と部位）
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既存住宅の実状 （劣化事象や不具合等への対応）
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既存住宅状況調査等の実施の効果 （成約時期への影響）
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既存住宅状況調査等の実施の効果 （売買価格への影響）
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「選ぶ時に必要な情報が十分に提供され、納得して購入できる」

従来のいわゆる「中古住宅」 「安心Ｒ住宅」 ～「住みたい」「買いたい」既存住宅～

「品質が不安、不具合があるかも」

「古い、汚い」

「選ぶための情報が少ない、わからない」

（既存住宅を紹介しているwebサイト（イメージ））

など

「安心Ｒ住宅」ロゴマーク

※令和５年３月末時点で、「安心R住宅」流通件数は累計6,913件

関連制度 「安心Ｒ住宅」制度

構造上の不具合・雨漏りが
認められない住宅

耐震性あり

リフォーム実施または
リフォームプラン付

現況の写真
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関連制度 「安心Ｒ住宅」制度

消費者が「住みたい」「買いたい」と思える既存住宅を選択できる

※「安心Ｒ住宅」の「安心」とは
（１） 昭和56年６月１日以降の耐震基準（いわゆる新耐震基準）等に適合すること

（２） インスペクション（建物状況調査等）を実施し、構造上の不具合及び雨漏りが認められず、住宅

購入者の求めに応じて既存住宅売買瑕疵保険を締結できる用意がなされているものであること

※「安心Ｒ住宅」の「Ｒ」とは Reuse Reform Renovationを意味している

③情報が開示されていて
「わかりやすい」

相談できる ◇事業者団体が相談窓口を設置している ・トラブルがあっても相談できる 等

①基礎的な品質があり｢安心｣

◇インスペクション（建物状況調査
等）の結果、既存住宅売買瑕疵保
険の検査基準に適合
〈インスペクションのイメージ〉

◇新耐震基準等に適合

②リフォーム工事が実施されていて「きれい」

◇リフォーム工事を実施してい
ない場合は、費用情報を含む
リフォーム提案書がある

(仲介事業者等)

連携

◇リフォーム工事によって従来
の既存住宅の「汚い」イメージ
が払拭されている

◇外装、主たる内装、水廻り
の現況の写真を閲覧できる
〈現況の写真イメージ〉

・広告等で写真を見て、実施済み

のリフォーム工事の内容等を確
認できる 等

(住宅リフォーム事業者)

◇広告時に点検記録等の保管
状況が示され、さらに求めに応
じて詳細情報が開示される

広告時の情報開示

〈情報開示イメージ〉

「調査報告書」
・ 設計図書 有
・ -------- 無
・ 設備点検 有
・ 修繕 有
・ 保険 有
・ -------- 無

商談時に詳細情報を開示

(仲介事業者等)

・今までに実施した点検や修繕の内容
がわかる
・どんな保険・保証がつくかがわかる 等

・既存住宅だけど、きれい
・これからリフォーム工事にかかる
費用やリフォーム工事後のイメー
ジがわかる 等
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